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農地整備をめぐる事情
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事業実施前

○ 生産コストを削減するため水田の大区画化等を進めるとともに、地域の営農戦略に即した収益性の高い農業経営を

実現するため暗渠排水による水田の汎用化・畑地化を推進。

水田の大区画化

Ⅰ 主な整備内容 １ 水田の整備
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GPS田植機の導入

GPS田植機（直線部は自動運転、ターンは手動
運転）による効率的な営農を可能とするため、
長辺をより長くした大区画ほ場を整備。

GPS田植機による効率的な営農を可能とする大区画ほ場

○ GPS田植機走行のイメージ

小区画：ターン12回

大区画：ターン７回

ターン（手動）直 線（自動）

○ 上士別地区の事例

6.2ha
約520m

約130m

北海道「進徳一心第２二期」地区

水田の汎用化・畑地化

【暗渠排水のイメージ】

用水路

排水路暗渠管

水甲

標準的な暗渠深さ
60～80cm

（横断図）

（断面図）

地下水位を低下

排水不良の水田 暗渠排水等の整備による汎用化

暗渠排水等を整備し、水はけの良い農地とすることで、麦・大豆・
野菜等の作付けを可能にし、収量・品質を向上

暗渠管

疎水材

事業実施後

水閘



２ 畑地の整備

○ 畑地における農業経営の体質を強化するため、区画整理、畑地かんがい施設や農道の整備等を推進。
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幅員の狭い農道

スプリンクラーによる散水 幅員が拡大された農道

畑地かんがい施設や農道の整備区画整理

区画整理後に導入されたハウス

遠方の井戸より取水整備前 整備後



３ 事業の仕組み
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○ 農地整備事業は、都道府県営事業等によって、事業構想の策定、調査・計画、整備工事の工程を経て実施される。

○ 事業を実施するに当たって、農業者による申請・同意徴集という手続を踏むとともに、農業者を中心とした多様な関
係者が地域の農業・農村の将来像を見通し、地域農業の発展を図るため、十分な合意形成や調整を行いながら進める仕
組みを内包しており、農村協働力が強化されるという特性を有している。

○ 農業競争力強化農地整備事業
（公共）

事業主体：都道府県等
主な要件
・受益面積が20ha以上
（中山間地域等は10ha以上）

・農地集積率が50％以上 等

○ 農地中間管理機構関連
農地整備事業（公共）

事業主体：都道府県等
主な要件
・全ての農地に15年以上の
農地中間管理権の設定等

・受益面積が10ha以上
（中山間地域等・市町村営は５ha
以上）

・担い手への集団化８割以上
・収益性20％以上向上 等 ※ ソーシャルキャピタルのうち、農業・農村振興施策を展開していく上での対象を「農村、あるいは農村と都市の複

数の主体が、農村の活性化のための目標を共有し、自ら考え、力を合わせて活動したり、自治・合意形成などを図る
能力または機能」と考え、「農村協働力」と呼ぶ。

（出典）農林水産省「農村におけるソーシャルキャピタル研究会」とりまとめ（平成19年６月）

① 農業者が発意し、同意徴集という手続を通じて農村協働力に働きかけ。

② さらに、整備された基盤での営農の在り方について話合いを行い、具体的に行

動していくことで、農村協働力が更に活性化。

事業構想の策定

・地域の課題や将来
像を話合い、目標
とする営農、農業
基盤の整備方向の
検討

調査・計画

・事業構想を踏まえた
事業計画（営農、整
備工事等）の策定

・事前評価、法手続

整備工事の実施

・事業計画に基づき、
区画整理や暗渠排水
等の整備工事の実施

・目標とする営農等を
実現するための調整

整備工事完了

・目標とする
営農や地域
振興の実現

平均的な
所要期間
（補助事業）

農村協働力※の強化

工程

主な事業の概要 事業実施の流れ

３年程度 ８年程度４年程度



整備前

不整形のほ場

小区画のほ場

用水不足

集落

排水不良
狭い農道

担い手の農地が分散

整備後

大区画化・汎用化

用排水路
の整備

土地利用の秩序化 担い手へ

農地利用集
積

総合的な整備

簡 易 な 整 備

総合的な整備

主な対
象地域

一定規模の未整備地域

事業実
施主体

主に国、都道府県

整 備
内 容

区画整理による農地の
大区画化、汎用化等

補助率 ２／３、１／２ 等

単 価 約230～350万円/10a
（整備内容等により異なる）

○ 農地整備には、地域をまとめて一体的に整備する方法と、過去に整備がなされている地域を簡易な工事により整備する方法がある。
○ 地域の実状やニーズに対し、国・都道府県・市町村・土地改良区等が、農地の大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備を実施。

地域全体の一体的なほ場整備

畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水

（切り土） （盛り土）

簡易な整備

主な対
象地域

既に整備された地域

事業実
施主体

主に市町村、土地改良区、農地
中間管理機構等による団体営

整 備
内 容

畦畔除去等による区画拡大や
暗渠排水等の簡易な整備

補助率
定額（例：25万円/10a (区画拡大)）、
１／２ 等

単 価 約20～50万円/10a
（整備内容等により異なる）

農道の整備

整備前 整備後

畦畔除去

区画拡大後

整備前のほ場は区画が小さく、中心
経営体への集積が困難。

複数のほ場を約１haに集約し、担い
手に農地を集積。

畦畔を除去し、
一枚に区画拡大

水
路

道路

畦畔を除去

ほ 場

表土剥ぎ 基盤切盛 基盤整地 表土戻し
排水
路工

用水
路工

道路
工

暗渠
排水工

完了

区画拡大前

整   地   工

表土剥ぎ
畦畔除去
均平作業 基盤整地 表土戻し

排水
路工

用水
路工

道路
工

暗渠
排水工

完了
整   地   工

（参考） 地域の状況に応じた農地整備
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29万ha
(12.3％)

30a程度以上整備済み面積
160万ha(68.7％)

汎用化が行われた面積
112万ha(47.7％)

50a以上整備済み面積

水田面積 234万ha
15万ha
(6.3％)

1ha以上の大区画整備済み面積

Ⅱ 農地整備の実績と現状 １ 水田

○ 全国234万haの水田のうち、30a程度以上の区画に整備された面積は160万haで、水田全体の69％と着実に向上。

50a以上の区画に整備された面積は29万ha(12％)であり、排水が良好な水田面積は112万ha(48％) 。

6

整備状況の推移

注）「排水良好」とは、「30a程度以上整備済み⾯積」のうち、概ね４時間雨量４時間排

除の地表排水条件を有し、かつ地下排水条件の良好（地下水位70cm以深）な田。

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和５年７月15日時点） 、
農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」（令和５年３月31日時点）

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和５年７月15日時点）、
農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」（令和５年３月31日時点）

水田の整備状況

排水良好面積

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10

20

30

40

50

60

70

S
3
9

S
4
4

S
5
0

S
5
8

H
0
5

H
1
3

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

R
２

R
３

R
４

R
５

面
積
（
万

ｈ
ａ
）

整
備

率
（
％

）

田面積 うち30a程度以上区画整備済

うち50a以上区画整備済 30a程度以上整備率
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68.7 %
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２ 畑地

○ 全国196万haの畑のうち、区画が整形されている畑の面積は129万haで、全体の66％を占めている。

○ 畑地かんがい施設の整備面積は51万ha(26％)であり、末端農道の整備面積は157万ha(80％)。
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整備状況の推移 畑の整備状況

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和５年７月15日時点）、
農林水産省農村振興局 「農業基盤情報基礎調査」（令和５年３月31日時点）

資料：農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」（令和５年７月15日時点）、
農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」（令和５年３月31日時点）

注１）「区画整備済み」とは、原則として方形に整形されている畑。
注２）「末端農道整備済み」とは、幅員３ｍ以上の農道に接している畑。

79.8 %

65.7 %

25.9 %

51万ha
(25.9％)

区画整備済み面積
129万ha(65.7％)

畑地かんがい施設整備済み面積

畑面積 196万ha

末端農道整備済み面積
157万ha（79.8％）



Ⅲ 農地整備の目的の変遷

○ その時々の社会経済情勢を踏まえ、時代のニーズに応じた農地整備事業を展開。

農
地
整
備
事
業
の
対
応

土
地
改
良

新基本法農政貿易自由化米の生産調整の始まり
基本法農政

（高度経済成長）

○食料･農業･農村基本法
の制定（H11年度）

○コメの生産調整の実施につい
て閣議決定（S45年度）

農
政
の
動
き ○農業基本法の制定

（S36年度）

○農林水産業･地域の活力
創造プランの決定（H25年度）

○UR農業合意関連対策大綱
の決定（H６年度）

○総合的なTPP関連政策
大綱の決定（H27年度）

○ほ場整備事業(S38)

→開拓による面積増

から、生産性の向

上への方針転換、

30aほ場の定着

○農地中間管理機構関連農地

整備事業(H30)

→農家の費用負担・同意徴集

を求めず、集積を促進

○高度経済成長
（S29～S48頃）

・農地法の改正（S45）
 （農地の流動化の促進）

・土地改良法の制定
（S24）

・土地改良法の改正(S39)
（土地改良長期計画の制度化）

・土地改良法の改正(H3)
（市町村の事業費負担の
明確化）

・土地改良法の改正(H13)
（環境との調和への配慮）

○緊急開拓事業(S20)

→大規模な開墾・干

拓の実施

多様な政策課題への対応
構造政策の推進

農地の大区画化・集積の進展

開田の縮小

水田における畑作導入

  農業生産性
の向上

食料
増産

失業
対策

・土地改良法の改正(H29)
（機構関連事業制度の創設）

戦後の食料難、
引き揚げ者の
失業問題

食料需給の安定

農業者・非農業者間
の所得格差の是正

米の過剰問題を背景に
開田事業を縮小し、多
様な作物の導入促進

大規模な農地開発を行う適地の減少。
UR農業合意を契機に、効率的な営農体
系確立が急務

耕作放棄地の拡大や人口減少・高齢化、国際情勢の変化等の
様々な政策課題が発生

○農地改革(S21) 

→小規模な小農の

育成・零細分散

錯圃の発生

開
発

再
編

○ 農 用 地 利 用 増 進 法
(S55)

→貸借による農地の流動
化・農地の大区画化

○21世紀型水田モデル整備事

業(H3)

認定農業者制度創設(H5)

→担い手への農地集積を実施

（促進費の創設）

戦後
復興

・土地改良法
の改正(R4)

（機構関連事業
に工種の追加）

○大区画ほ場整備事業(H元)

→1ha以上の大規模ほ場の整備

○水田利用推進対策
(S53)

→水田の汎用化を重視

S60 H２ H７ H12S40 H22 H27 R２S20 S50S30 H17 R６

○食料･農業･
農村基本法の
改正（R6年度）

改正基本法農政

○農地耕作条件改善事業

(高収益作物転換型)(H28)

→高収益作物転換を促進

○ TPP等関連農業農村整備対策

(H28)

→米の生産コスト削減、高収益作

物 へ の 転 換 等 の 成 果 目 標

（KPI）を設定し、農地の大区

画化、水田の汎用化等を推進○農業競争力強化農地

整備事業(H25)

→集積・集約率に応じ

た段階的な促進費

農業構造転換
集中対策
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Ⅳ 事業の効果
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○ 農地整備事業のストック効果として、収益の向上、労働時間の低減、担い手への農地集積、耕地利用率の向上、土

地利用の秩序化、優良農地の確保、地域振興といった具体の効果が見られる。

要素 内容 備考

①収益の向上
排水改良や用水の安定供給等によって農産物の収量の
増加や品質の向上、高収益作物への転換が図られ、収
益が向上する効果

事業効果を算出する際、算出基礎として活用

②労働時間の低減
ほ場の大区画化や排水改良等によって作業効率が向上
し、労働時間の低減が図られる効果

事業効果を算出する際、算出基礎として活用

③担い手への農地集積
事業の実施により担い手への農地集積や担い手の経営
規模の拡大が促進され、担い手の育成・確保が図られ
る効果

④耕地利用率の向上
水田における排水改良による汎用化等により耕地利用
率が向上する効果

事業効果を算出する際、算出基礎として活用

⑤土地利用の秩序化
換地の手法により公共用地等の非農用地を創出し、土
地利用の秩序化が進む効果

⑥優良農地の確保
水田整備率が高い地区では荒廃農地率が低くなり、優
良農地の確保が図られる効果

⑦地域活性化
事業の実施を契機として、６次産業化の推進や観光業
等との連携が進み、地域経済が活性化する効果



① 収益の向上

○ 排水改良や用水の安定供給等によって、農産物の収量増加や品質向上に加えて、野菜や果樹などの高収益作物へ
の転換を図ることにより収益が向上。

○ 農地整備事業の完了地区において、事業実施前と比較して事業実施後には、農業生産額が1.2倍に増加。
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【事例】 農業競争力強化農地整備事業「福島徳下地区（青森）」

事業実施を契機として、担い手への農地集積、にんにく等の高収益
作物の生産拡大と所得向上を実現

・事業工期：平成23年度～平成28年度
・受益面積：93.7ha
・主要工事：区画整理

事業実施前後の収益の変化

1.2倍

資料：事後評価資料を基に農地資源課にて資料を作成
  平成19年度～令和６年度に事後評価を実施した国営農地再編整備事業23地区、平成24年度

～令和６年度に事後評価を実施した補助の農地整備事業149地区の農業生産額（合計）

1,011 

1,228 

0

200

400
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800

1,000

1,200

事業実施前 事業実施後

（億円）

農地整備事業地区の農業生産額の変化

（事後評価172地区の合計）
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② 労働時間の低減

○ 区画の拡大、排水改良、用排水路の整備等により農作業の機械化・省力化が図られ、稲作労働時間が大幅に低減。

○ また、60kg当たりの米の生産コストのうち労働費、農機具費、貸借料及び料金は、23.4％低減。
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水田整備率と稲作労働時間 10a当たりの稲作労働時間の変化

60kg当たりの米の生産コストの変化

資料：令和３年度～令和５年度完了地区のうち、大区画化地区（回答があった58
地区）における担い手聴取調査（農林水産省農地資源課）に基づき作成

資料：令和３年度～令和５年度完了地区のうち、大区画化地区（回答があった
61地区）における担い手聴取調査（農林水産省農地資源課）に基づき作成

資料：「農業基盤情報基礎調査」「農業経営統計調査」「農林業センサス」に基づき作成
調査対象：S50～60 農家、H2～H12 販売農家 H17～農業経営体

10a当たり労働時間の削減事例（国営 由仁地区）
【現況】 【事後評価時点】

水稲  24.0 時間/10a → 15.4 時間/10a
小麦 3.7 時間/10a → 2.6 時間/10a
大豆 8.6 時間/10a → 7.5 時間/10a
キャベツ  48.6 時間/10a → 48.0 時間/10a
かぼちゃ  60.6 時間/10a → 59.9 時間/10a

▲35.1%

(円/60㎏)

（参考）国営農地再編整備事業を実施した地区においても年間労働時間の
削減効果が発揮されている。

時間(h)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5

稲
作
労
働
時
間
（
時
間/10a

）

経
営
耕
地
面
積(ha)

水
田
整
備
率
（
％
）

稲作労働時間

水田整備率

2.4％
（S39）

146時間
（S38）

22時間
（R５）

68.7％
（R５）

2,503 1,948

2,898
2,017

274
382

11,965

9,244

0

5,000

10,000

15,000

事業前 事業後
労働費 農機具費 賃借料及び料金 その他経費

▲23.4%
(1,328円)

▲22.7 %
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③ 担い手への農地集積

○ 区画整備により担い手への農地集積が図られており、全国での担い手への集積率向上に寄与。また、農地整備率の
高い県は集積率が高い傾向。

○ 農地整備事業の完了地区において、事業実施前と比較して事業実施後には、担い手への農地集積率は約39％向上す
るとともに、担い手１戸当たりの経営面積は２倍に増加。
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農地整備による担い手への農地集積

○ 担い手への農地集積率(１地区当たりの平均)

資料：令和５年度完了地区（回答があった132地区）における担い手聴取調査（農林水産省
農地資源課）に基づき作成

資料：農林水産省農村振興局｢農業基盤情報基礎調査｣（令和５年３月31日時点）、
農地中間管理機構の実績等に関する資料（令和５年度版（令和６年６月農林水産省））

※ 農地整備率について、田については30a程度以上区画整備されているものを計上し、畑に
ついては区画の形状が方形に整形された状態のものを計上している。

担い手への農地集積、経営規模の拡大

資料：令和５年度完了地区（回答があった133地区）における担い手聴取調査（農林水産省
農地資源課）に基づき作成

○ 担い手１戸当たりの経営面積(１地区当たりの平均)

〇 農地整備率と農地集積率の関係
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④ 耕地利用率の向上

○ 農地整備で実施する排水改良は、水田の汎用化、耕地利用率の向上等の効果があり、田畑の整備率と麦・大豆の
作付率を市町村別で比較すると、整備率の高い市町村は作付率が高い傾向。

○ 関東以西の農地整備事業の完了地区においては、耕地利用率が120％に向上。また、ブロックローテーションによ
り米から麦・大豆等への転作が進んでおり、米の需給調整にも寄与。

整備率と麦・大豆作付率（市町村別） 関東以西における事業実施後の耕地利用率

関東以西平均事業完了地区

資料：事業完了地区について、令和４年度～令和６年度土地改良長期計画実績把握調査
に基づき作成
関東以西平均について、農林水産省「令和５年耕地及び作付面積統計」 （令和７
年１月31日時点）に基づき作成

  注）関東以西とは、長野県および山梨県を除く、関東・東海・近畿・中国・四国・九
州・沖縄地方の合計（裏作が可能な地域として設定）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（令和５年７月15日時点）、
農林水産省農村振興局「農業基盤整備基礎調査」（令和５年３月31日時点）
農林水産省「作物統計調査（令和５年市町村別データ）」

注１)北海道・沖縄県を除く全国の市町村について、整備率の分級ごとに麦・大豆作付面積と耕地
 面積により作付率を算出

注２)全国平均は、北海道と沖縄県を除く
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○ 農地整備事業では、区画整理等とあわせて換地の手法を用いて、大区画でまとまった優良農地の確保を実現するなど、

 土地利用の秩序化に貢献。

○ 換地により非農用地を創出することが可能であり、他事業との調整により、土地利用の秩序化と地元負担軽減を図る

 こともできる。

土地利用秩序化のイメージ

整備前

整備後

伊勢湾岸自動車道の用地創出の事例

上郷西部地区（愛知県豊田市）では、換地により創出された非農用地 
27.6haを伊勢湾岸自動車道等の用地として売却することで、道路事業
の推進に寄与するとともに、地元負担を軽減。

⑤ 土地利用の秩序化

14

東名高速道路

受益面積216ha
受益者数819人

伊勢湾岸
自動車道

豊田 JCT

創出した非農用地

優良農地



〇 担い手農家が多くの農地を受けられない理由として、農地が分散していることや未整備であることを挙げており、農地整備
により優良農地とすることで、担い手への集積を促進し、農地が受けられないことによる荒廃農地の発生を防止。

〇 実際に水田整備率が高い市町村は荒廃農地率が低い傾向にあり、農地整備は荒廃農地の発生防止（優良農地の確保）
に大きく寄与。

水田整備率と荒廃農地率

注）Ａ分類とは、再生可能な荒廃農地を指す。
資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 （令和５年７月15日時点） 、

農林水産省経営局、農村振興局「遊休農地に関する措置の状況に関する調査」
（令和６年３月31日時点）
農林水産省農村振興局「農業基盤整備基礎調査」（令和５年３月31日時点） 

⑥ 優良農地の確保
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⑦ 地域活性化

○ 農地整備事業により、農作業の効率化が図られ、高収益作物への転換が進むとともに、創出された労働力を活用し
ながら、生産された農産物を加工・販売する６次産業化等が進展。

○ 中樹林地区（北海道）では、ほ場の大区画化、地下水位制御システムの導入等を通じてキャベツの生産量を増加さ
せるとともに、創出された労働力を活用しながら、特産品（キャベツキムチ）の加工・販売により地域の雇用を創出。

整 備 後

平均区画1.6～3.6hａ

3.6hａ×1筆

（人・日）
加工センターの雇用人数キャベツキムチ販売額（千円）

資料：北海道開発局調べ
 注１：キャベツキムチ販売額は、全体の販売

額のうち中樹林地区のキャベツ生産量に相
当する年間の販売額。

 注２：加工センターの雇用人数は、総人件費
のうち中樹林地区のキャベツ生産量に相当
する年間の人件費。北海道の最低賃金、労
働時間８時間/日を用い、延べ雇用人数
（人・日）を推定。

農地集積率
９４％

【事例】 国営農地再編整備事業「中樹林地区（北海道）」
なかじゅりん

・大区画化等により、大幅に農作業
時間を低減

年当たり労働時間（地区全体）
（万時間）

計16.8 計11.7

年間25人※

相当

・キャベツの生産拡大と安定生産が
可能となり、特産品の加工・販売
を実施

・キャベツキムチの加工セン
ターののべ雇用人数が増加

事業の実施

労働時間の削減 地域特産品の販売 地域雇用の創出

・事業期間： H12～20年度 ・受益面積： 771ha（区画整理等）
・農地の大区画化と合わせた担い手への農地集積を実施

キャベツキムチの製造

地域収益の向上
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1,200
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キャベツ生産量（地区内）

営農の変化

2,100 

9,600 

0

4,000

8,000

12,000
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・特産品の加工・販売に取り組んだ
結果、販売額が５倍に増加

収益が
拡大

効果が
地域へ波及

・キャベツの生産量が増加

※農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想におけ

る概ねの年間労働時間目標（2000時間）で換算

５万hr
低減

安定的な量のキャベツを安定的な価格で出荷

（t）
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（参考） 環境との調和に配慮した農地整備事業

○ 農村において多くの面積を占める農地は、農作物を生産するだけではなく、自然環境が豊かな空間でもあるため、
農地整備に当たっては地域の生態系や景観への影響を把握し、環境配慮計画を作成することとしている。

○ 水田魚道、多様な流速・水深などを確保した水路などの農村環境の創造に着手した地域数（旧市町村数）は1,327
（2020年時点）に達しているほか、農地整備による温室効果ガス排出・削減量の算定プログラムを作成・公表。

17

農地整備によって水路と水田の間に落差が生じ、魚が産卵のために水田への
出入りができなくなることに対して、「水田魚道」を設置することの有効性が調査
により実証されたことから、この取組は全国で進められている。

水田魚道の設置

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/pdf/gyodou.pdf

水田魚道の概要

効果測定調査の状況

温室効果ガスの削減等

Land consolidation - benefits for farmers and rural communities (FAO)
https://www.youtube.com/watch?v=VUQGdxnRsMA

FAO 作成の農地整備の約３分間の紹介動画では，生産性向上などの便益に
加えて、「SDGsへのメリット」として燃料消費量低減や大気汚染防止などを説明

農地整備の温室効果ガスの算定

国際機関の取組

農村振興局は、農地整備による温室効果ガス排出・削減量の算定プログラム（Excel）
を作成・公表。ある地区の試算では、施工で3.7 万t-CO2 を排出するが、営農の効率
化と土壌の乾田化により差し引き30 万t-CO2 削減という試算結果

６割削減

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/index-104.pdf

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/pdf/gyodou.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VUQGdxnRsMA
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/index-104.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/index-104.pdf
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/index-104.pdf


基幹的農業従事者数の推移

20年後の中心
となる層:25.2万人

2000年から半減

○ 今後、農業者の急減が見込まれる中で、担い手への農地集積を推進するために、地域計画を踏まえつつ、スマート
農業等の活用に向けたほ場の大区画化による生産コストの低減や保全管理の省力化を図ることが重要である。

○ また、米の消費量の減少傾向は現在も継続しているため、事業計画段階から営農部局と連携しながら、排水改良等
の基盤整備により、需要に応じた生産や所得の向上を実現する。

Ⅴ 今後の課題と展開方向

今後の展開方向
大区画化による生産コストの低減と保全管理の省力化

ほ場の大区画化
省力化に向けた整備

汎用化・畑地化による高収益作物等への転換

水稲 タマネギ

暗渠排水整備による水田の汎用性の向上

暗渠排水

除礫

客土

暗渠排水や客土等による畑地化
資料:農林水産省「令和２年度食料需給表」
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自動給水栓による
管理時間の低減

幅広畦畔における
トラクターでの草刈り

緩傾斜化法面における
無線遠隔草刈機

水路の管路化による
除草等作業労力の軽減



（参考）自動走行農機等に対応した農地整備の手引きの概要

19

◯区画規模

・導入コストが嵩む自動走行農機を導入する場合には、農業機械１台当たり
の利用面積をできるだけ大きくすることが重要となり、より効率的な農業機
械の利用が可能となる農地整備が必要

・ほ区の短辺長（耕区の長辺長）については田面の用排水操作や農業機械

の許容延長を基に100～150mが適当

・耕区長辺が200mを超える場合でも、耕区長辺の中間に排水管を敷設した

り、排水路を耕区の両側に設置することで排水性を確保している事例もある

・長辺を拡大するに当たっての排水路の設置

◯長辺長・短辺長

◯耕区間移動通路

◯ターン農道

・耕区の区画を拡大するとともに、自動走行農機等が道路を通行・横断する
ことがなく、容易に隣接する耕区等へ移動することを可能とする耕区間等
移動通路を設置することが有効

・スロープの勾配により、周囲の障害物を検知するためのセンサーが誤認
識し停止する等、機械の安定性の低下が懸念されるため、ターン農道は、
導入機種も勘案した上で、可能な限り勾配を緩くすることが望ましい

・ターン農道の整備（上士別地区）

農作業の効率化、農業機械
による枕地の練り返しによる
排水不良の防止、農業機械
による農道とほ場間の安全
な進入・退出に有効

一定の閉鎖性区域を
自動走行農機等が走行
することを前提とした通
路整備のイメージ

〇  令和５年３月に自動走行農機等の導入・利用に対応するための基本的な考え方を整理した「自動走行農機等に対応し
た農地整備の手引き」を改訂。

〇  本手引きは、土地改良事業計画設計基準計画「ほ場整備（水田）」基準書・技術書を補足する技術資料の位置づけ。

〇  自動走行農機等の能力を十分に発揮させ、作業の効率化を図るため、区画規模、長辺・短辺長の考え方、耕区
間移動通路、ターン農道等の考え方を整理。

都府県において
は、１haや２ha以
上の大区画化を
検討することが
望ましい

・都府県における大区画化の例

１haの場合 ２haの場合

排水管の敷設

2
0
0
m

100m

２ha



（参考）自動走行農機等に対応した農地整備の手引きの概要
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○ 自動走行に必要なGNSS位置補正情報等についても整理。また、中山間地域において、自動走行農機以外にも、無線遠
隔操作草刈り機、ドローンに対応した留意点を整理。

・ドローンでの散布時の飛行高度が２m以下程度と低空であることから、
傾斜地においては目視外とならないよう隣合う区画の標高を一致

・無線遠隔操作草刈り機を導入する場合は、導入機械の能力（最大傾斜
角度35°～40°程度）に応じた畦畔法面の形状や勾配

・平地における農業機械の自動走行など農作業に不可欠な高精度な測位を
実現するためには、ＧＮＳＳのほかに、位置補正情報を利用することが必要

・みちびき等による技術開発の進展を踏まえつつ、ＲＴＫ-ＧＮＳＳ基地局設置
の必要性を含めた検討

・ＲＴＫ-ＧＮＳＳ基地局を設置する際に、ほ場周辺の防風林や民家などの構造
物が電波を遮るおそれがあることに留意

・ドローンによる農薬散布状況

・無線遠隔操作草刈り機に対応した島根県の農地整備の事例

・ＲＴＫ-ＧＮＳＳの導入事例（妹背牛地区の事例）

◯自動走行に必要な環境整備、通信技術等 ◯中山間地域の計画作成における留意点

国内で水稲を中心に
約3.1万haでドローン
による農薬散布が実施
（平成30年度確定値）

今後、平地の土地利
用型農業だけでなく、
中山間地、狭小な園
地等での利用拡大も
期待。

農薬散布実績面積とその内訳

平成28年度  平成29年度 平成30年度

対前年
３倍水稲水稲

麦類

大豆

その他

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

対前年
１４倍



（参考）地下水位の制御

○ 地下水位制御システム（暗渠排水、地下かんがい）の導入により、地下水位の調整が自在にできるようになり、水
管理を大幅に省力化するとともに、多様な畑作物の導入が可能となる。

21

地下水位制御システムの概要 地下水位制御システム 施工単価の比較

水稲作付け時の深水管理（＋20cm） 畑作時の地下水位（－30cm）

水位制御器

水位制御器

接続パイプ

用排水ボックス

幹線パイプ
洗浄用接続パイプ

水位管理器 支線パイプ

地下給水孔

洗浄時給水孔 給水バルブ
水位管理器

設定水位
－３０ｃｍ

地下水位を調節

幹線パイプ 小排水路

地下水位を調節 設定水位
－３０ｃｍ

設定水位
＋２０ｃｍ

地下水位を調節

幹線パイプ 小排水路

地下水位を調節

設定水位
＋２０ｃｍ

注１） 農研機構作成資料より。
注２） 施工コストは区画の大きさや立地、土壌などによっても大きく変化する。
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○ 農地整備事業（国営・補助）では、全国767地区、約８万haにおいて地下水位制御システムの施工が計画
 されており、そのうち約５万７千haが施工済み（平成９年度から令和５年度までの実績）。

地下水位制御システム施工実績※１ （農地資源課調べ（令和５年度までの実績））

全国計 767地区（29道府県）
   施工計画面積     80,342ha
うち施工済面積  56,825ha

※１ 対象事業は、農地整備事業(国営・補助)
北海道 300地区
施工計画面積    47,911ha
うち施工済面積 34,603ha青森県 ６地区

施工計画面積 278ha
うち施工済面積 263ha

岩手県 ４地区
施工計画面積 69ha
うち施工済面積 70ha

宮城県 44地区
施工計画面積 6,522ha
うち施工済面積 6,232ha

山形県 123地区
施工計画面積 4,490ha
うち施工済面積 2,512ha

福島県 ４地区
施工計画面積 410ha
うち施工み面積 379ha

千葉県 １地区
施工計画面積 220ha
うち施工済面積 220ha

静岡県 ６地区
施工計画面積 173ha
うち施工済面積 121ha

新潟県 73地区
施工計画面積 5,650ha
うち施工み面積 2,555ha

石川県 ３地区
施工計画面積 147ha
うち施工済面積 147ha

福井県 ５地区
施工計画面積 227ha
うち施工済面積 146ha

岐阜県 １地区
施工計画面積 10ha
うち施工済面積 10ha

滋賀県 ５地区
施工計画面積 35ha
うち施工済面積 28ha

京都府 ５地区
施工計画面積 13ha
うち施工済面積 12ha

兵庫県 10地区
施工計画面積 54ha
うち施工済面積 46ha

秋田県 92地区
施工計画面積 10,032ha
うち施工済面積   6,682ha

島根県 15地区
施工計画面積 1,239ha
うち施工済面積    643ha

岡山県 ３地区
施工計画面積 4ha
うち施工済面積 4ha

広島県 ５地区
施工計画面積 171ha
うち施工済面積   81ha

山口県 28地区
施工計画面積 1,573ha
うち施工済面積 1,024ha

愛媛県 1地区
施工計画面積 17ha
うち施工済面積 0ha

福岡県 4地区
施工計画面積 321ha
うち施工済面積 321ha

大分県 10地区
施工計画面積 183ha
うち施工済面積 169ha

佐賀県 4地区
施工計画面積 477ha
うち施工済面積 477ha

長崎県 ２地区
施工計画面積 3ha
うち施工済面積 3ha

熊本県 ４地区
施工計画面積 18ha
うち施工済面積 18ha

宮崎県 ５地区
施工計画面積 48ha
うち施工済面積 20ha

鹿児島県 ３地区
施工計画面積 20ha
うち施工済面積 12ha

沖縄県 1地区
施工計画面積 27ha
うち施工済面積 27ha

地下水位制御システム
施工計画面積と施工済面積の推移

（参考）地下水位の制御
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農地整備を契機とした

地域振興の事例
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320

実施前

(H22～25)
実施後
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売
上
高
（
百
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円
）

地域内の代表的な法人の

売上高（平均）

基盤整備を契機とした新たな農業経営の展開・農福連携（西幌地区の事例）

○ ほ場整備の実施によって、地区内の農地の99％を担い手に集積・集約し、農業生産性の向上に伴って創出された
労働力を活用して、高収益作物（キャベツ）への転換や６次産業化を図り、収益性の高い農業を展開。

○ さらに、スイートコーンやかぼちゃ等、新たな作物の導入・販売による複合経営を実現するため、福祉施設と連
携した障がい者就労に取り組み、労働力を確保。

地区概要

農福連携による新たな地域づくり

農業競争力強化農地整備事業「西幌地区」（北海道空知郡南幌町）
・事業工期 平成25年度～令和４年度
・受益面積 606.5ha
・関係農家 26戸
・総事業費 7,010百万円
・農地集積率（計画） 99.7％
・営農構想 農業生産法人 ６法人、個人担い手 23名

新たな農業経営の展開

【整備前】 【整備後】

○ 法人を中心とした農地集積
・地区の99％を担い手に集積し、営農の省力

化を図り、事業実施以降に法人の売り上げ
は2.2千万円増加。

○ 高収益作物や６次産業化、ブラン
ド化への取組

・高収益作物（キャベツ）の転換に取り組み、
さらに加工品（キムチ）の開発やスイート
コーンのブランド化に取り組み、安定収入
を確保。

・防除体系や施肥管理を徹底し、独自の栽培
基準により調製・出荷される良食味米(な
んぽろピュアライス)の付加価値を向上。

○ 立地を活かした販路拡大

・札幌近郊の立地条件を生かし、大型スーパー
などへ積極的に出荷。

名
物
キ
ャ
ベ
ツ
キ
ム
チ

2.2千万円
増加

【農業分野での期待】
・農村における雇用創出
・労働力の確保
・新たな農業経営展開

【福祉分野での期待】
・心身のリハビリ効果
・社会参加の促進
・就労訓練、雇用の創出

相乗効果

・６次産業化やブランド化の推進に必要となる労働力
の確保のため、札幌市にある福祉施設と連携して障
がい者就労に取り組むとともに、苗運び、草取り、
スイートコーンのカット、かぼちゃ磨き、段ボール
箱の組み立て、箱詰め、発送の伝票貼りなど多様な
作業を通じ、障がい者の心身のリハビリ効果や就労
訓練の場を提供。

・福祉施設の指導員との情報共有を行い、施設側が障
がい者の適性を活かし作業を依頼。

・１日６時間×４名の障がい者が労働（年間延べ350
名程度の労働力を確保）。

収穫作業
の様子
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基盤整備を契機とした新たな農業経営の展開（亀岡地区の事例）

○ 本事業において、区画整理と農地造成を一体的に施工し、担い手農家への農地利用集積と集落営農の展開により、
経営規模の拡大と経営の合理化、高収益作物の導入を図るとともに、農業振興をきっかけとした地域の活性化を図
ることを目的として事業を実施。

〇 本事業の実施により、農地の大区画化、パイプラインの設置等、農業経営の合理化を図ることができる生産性の
高い農業基盤が形成され、本事業を契機に設立された集落営農組織により営農が展開。

農地整備を契機とした新たな地域づくり新たな農業経営の展開

・京都大納言小豆への生産の転換と
併せ、地元企業との連携による和菓
子の製造・販売等にも取り組むこと
で、地区内農家の販売額が増加。

・京都大納言小豆を使用した和菓子
の製造・販売に加え、製造体験等、
更なる高付加価値化に取り組む。

地区概要

国営農地再編整備事業「亀岡地区」（京都府亀岡市）
・事業工期 平成12年度～平成23年度
・受益面積 509.0ha
・総事業費 17,362百万円
・農地集積 15.7ha（事業前）→166.1ha（事業後）
・営農構想 認定農業者 16名（うち農業法人 ４法人）（平成27年時点）

【整備前】 【整備後】

○ 高収益作物の拡大への取組
・機械播種・収穫体系の確立により、

市場価値が高いものの、これまで手
刈が主流であった京都大納言小豆の
生産を拡大。

○ 法人による戦略的な営農の展開

・基盤整備を契機に法人を設立し、
京都大納言小豆の生産・加工・
流通・販売に係る戦略的な営農を
展開。

京都大納言の機械収穫

地元企業との連携により
「あずきの里」をオープン

収益性の高い京都

大納言小豆に転換

事業完了（H23）

（ha） 地区内における作付面積の変化

約３倍増加

（米、野菜等を除く）

（万円）
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

1,600万円

4,700万円

農家の販売額の変化
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各種会議等
の場提供

農地
労働力

都市農村交流協議会

基盤整備を契機とした地域の交流と６次産業化～新たなる農の風～

○ 水稲の労働時間の短縮

・事業実施により、水田の大区画化や汎用化、大型機械の導入、
直播栽培への取組等を実施し、労働時間が大幅に短縮。

○ 高収益作物や６次産業化への取組

○ 複合施設「米（まい）サラダハウス」を開設
・基盤整備を契機に地域農業の受け皿となるべく、（農）美

郷サンファームが設立。平成24年３月に、農家民宿・直売
所を併設した農家レストラン「米サラダハウス」を開設。
地域内外のコミュニケーション形成の場など多様な活動を
展開している。

６次化、複合化への取組 農泊や都市農村交流等の新たな取組

地区概要
 経営体育成基盤整備事業「金西東部地区」（秋田県仙北郡美郷町）

 事業工期 平成10年度～平成18年度

 受益面積 234.2ha

 関係農家 234戸

 総事業費 2,938百万円

 農地集積率 現況 20.2％ → 実績 56.2％

 営農構想 担い手（中心経営体） 20名
 

かねにしとうぶ

○ 都市農村交流
・地域振興への機運が高まり、美郷サンファームが主体となって、農家民宿や

農業体験の受け入れを実施。
・農家民宿の宿泊人数は年間で延べ約200名余りとなっており、観光農業による

交流人口の拡大と地域活性化に大きく貢献。

・水稲の労働時間削減により、新たに高収益作物（アスパラガス、
メロン、ミディトマト等）への転換や、加工品（餅）の開発に
取り組み、地域の酒造会社へ酒米を供給するなど複合経営によ
る収入の安定化と付加価値向上を実施。

農業体験受け入れ

餅商品の開発

メロン「秋田甘えんぼ」

直売コーナー
日本酒「美郷雪華」

複合施設「米サラダハウス」

ロゴマーク

（農）美郷サンファームを中心としたむらづくりの推進体制

金西東部地区 位置図

（農）美郷サンファーム

県機関
振興局営農普及部門担当
農業試験場 等

美郷町酒米
栽培研究会

酒屋
酒造会社 地域住民

生産部会
町内会 等 小学校 等

地元企業
飲食店

食育教育
憩いの場
提供

雇用創出

連携

技術指導等 経営モデル提供 都市農村交流の受け皿

素材提供
メニュー提案

各種支援

価値の創造

餅加工施設
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美郷町

基盤整備を契機とした新たな農業経営の展開（金西東部地区の事例）

○ ほ場整備の実施により、地区内の農地を担い手に集積するとともに、農業生産性の向上に伴って創出された労働力を活用し、
高収益作物（アスパラガス、メロン、ミディトマト等）に取り組むことで、収益性の高い農業を展開。

○ さらに、農家民宿・直売所を併設した農家レストラン「米（まい）サラダハウス」や餅の加工など６次産業化等に取り組む
など、地域雇用や女性活躍の場を創出。
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